
育児休業給付を受給中に離職した皆さまへ

対象となる方については、支給処理の都合上、当面の間、離職日の前日までの支給を行った上で、不足する１

日分について追給を行っておりますので、予めご了承ください（以下の２つの通知を交付します。）。

育児休業給付を受給中に離職した場合の取扱い変更及び通知について

支給単位期間① 支給単位期間② 支給単位期間③ 支給単位期間④

4/25

育休開始日

5/25 6/25 7/25 8/15

離職日

この支給単位期間は不支給

支給単位期間① 支給単位期間② 支給単位期間③
支給単位
期間④

4/25

育休開始日

5/25 6/25 7/25 8/15

離職日

離職日まで支給

変更前

通知例①：育児休業給付金支給決定通知書

通知例②：育児休業給付金追給処理結果通知票

変更後

離職日（8月15日）の前
日（8月14日）までの分を
支給しています。

・都道府県労働局・ハローワーク LL0７0401保00-兵庫03

 育児休業給付は、育児休業終了後の職場復帰を前提とした給付金です。育児休業の当初からすでに退職

を予定している方は、育児休業給付の支給対象となりません。

 育児休業給付を受給中の方が、2025（令和７）年４月１日以降にやむを得ず離職することとなった場合

は、離職日まで支給対象とするよう取扱いを変更しました。

 令和７年４月１日以降離職の方で支給終了（資格喪失）の通知が交付された場合は管轄安定所へご相談

ください

離職日（8月15日）の分
を支給しています。

8/25


